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（
９
月
14
日
開
催
）

議
案
第
１
号
、
議
案
第
４
号
、

議
案
第
６
号
の
一
部
、
議
案

第
７
号

（
原
案
可
決
）

　

委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
４
号
に
つ
い
て

問問
　

入
札
に
お
い
て
、

辞
退
及
び
未
入
札
の

業
者
が
あ
る
が
、
ど
う
い
う

理
由
に
よ
る
も
の
か
。

答答
　

辞
退
に
つ
い
て
は
、

仕
様
を
満
た
す
機
器

を
納
入
で
き
な
い
と
い
う
旨

の
辞
退
届
が
提
出
さ
れ
て
い

ま
す
。	

	

　

未
入
札
に
つ
い
て
は
、
辞

退
の
届
け
が
な
い
ま
ま
、
入

札
期
間
内
に
入
札
が
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

＊
議
案
第
６
号
に
つ
い
て

（
歳
出
）

問問
　

人
件
費
の
増
減
が
大

き
い
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
の
理
由
は
何
か
。

答答
　

一
般
職
の
職
員
人

件
費
に
つ
い
て
は
、

予
算
計
上
時
点
で
は
そ
の
配

属
先
が
明
確
で
な
い
た
め
、

新
規
採
用
職
員
分
等
は
、
２

款
総
務
費
の
総
務
一
般
人
件

費
に
、
一
括
し
て
計
上
し
て

お
き
、
配
属
が
決
ま
っ
た
段

階
で
振
り
替
え
る
と
い
う
方

法
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

増
減
の
大
き
い
部
署
が
あ
り

ま
す
。

問問
　

消
防
団
運
営
事
業

の
内
容
は
ど
う
い
う

も
の
か
。

答答
　

市
消
防
団
で
は
、

東
日
本
大
震
災
以
降
、

各
部
及
び
団
本
部
等
に
簡
易

無
線
機
を
整
備
し
、
活
用
し

て
い
ま
す
。
こ
の
簡
易
無
線

機
の
免
許
期
限
が
年
度
内
に

切
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、

補
正
を
お
願
い
す
る
も
の
で

す
。

（
９
月
14
日
開
催
）

議
案
第
２
号
、
議
案
第
５
号
、

議
案
第
６
号
の
一
部
、
議
案

第
８
号

（
原
案
可
決
）

陳
情
第
10
号

（
継
続
審
査
）

　

委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
５
号
に
つ
い
て

問問
　

さ
ん
む
医
療
セ
ン

タ
ー
の
第
３
期
中
期

目
標
が
今
議
会
で
可
決
さ
れ

た
場
合
、
12
月
に
、
さ
ん
む

医
療
セ
ン
タ
ー
の
中
期
計
画

が
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
る

の
か
。

答答
　

本
議
案
が
可
決
さ
れ

た
場
合
、
12
月
議
会
に

お
い
て
、
さ
ん
む
医
療
セ
ン

タ
ー
の
中
期
計
画
を
議
案
と

し
て
提
出
す
る
予
定
で
す
。

（
９
月
15
日
開
催
）

議
案
第
３
号
、
議
案
第
６
号

の
一
部

（
原
案
可
決
）

委
員
会
質
疑
要
約

＊
議
案
第
６
号
に
つ
い
て

（
歳
入
）

問問
　

松
尾
駅
周
辺
の
排

水
対
策
に
つ
い
て
、

木
戸
川
へ
排
水
を
行
う
田
越

の
排
水
機
場
の
ポ
ン
プ
を
大

き
く
す
る
こ
と
な
ど
も
考
慮

し
て
、
今
後
計
画
し
て
い
く

の
か
。

答答
　

今
年
度
策
定
す
る

基
本
設
計
で
、
排
水

路
等
の
整
備
強
化
や
、
調
整

池
な
ど
の
抑
制
施
設
と
い
っ

た
手
段
の
中
で
、
一
番
効
果

的
な
事
業
を
検
討
し
、
計
画

を
作
っ
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

問問
　

計
画
は
い
つ
ご
ろ

で
き
る
の
か
。

答答
　

今
年
度
、
流
量
計

算
や
概
略
構
造
、
工

法
な
ど
の
基
本
設
計
を
行
い
、

来
年
度
は
こ
の
基
本
設
計
に

基
づ
き
、
実
施
設
計
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

問問
　

基
本
設
計
に
よ
り
、

事
業
の
内
容
や
工
法

も
決
定
す
る
の
か
。

答答
　

事
業
内
容
等
を
決

定
し
て
、
計
画
し
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、
田
越
の

排
水
機
場
も
活
用
す
る
方
向

で
、
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

＊
議
案
第
６
号
に
つ
い
て

（
歳
出
）

問問
　

園
芸
農
産
支
援
事

業
に
つ
い
て
、
補
助

率
は
ど
の
く
ら
い
か
。
ま
た
、

申
請
者
は
何
名
か
。

答答
　

補
助
率
は
、
総
事

業
費
の
３
分
の
１
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
者

は
南
郷
落
花
生
機
械
利
用
組

合
で
、
そ
の
構
成
員
は
３
名

で
す
。

問問
　

サ
ン
ブ
ス
ギ
林
再

生
・
資
源
循
環
促
進

事
業
に
つ
い
て
、
切
り
出
し

た
樹
木
の
量
が
５
５
０
立
米

増
え
た
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
理
由
は
何
か
。

答答
　

事
業
計
画
が
変
更

さ
れ
、
事
業
面
積
が

増
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

す
。問問

　

現
在
事
業
を
行
っ

て
い
る
場
所
は
ど
こ

か
。
ま
た
、
皆
伐
し
た
跡
地

や
、
樹
木
は
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
か
。

答答
　

埴
谷
地
区
、
麻
生

新
田
地
区
、
湯
坂
地

区
の
３
か
所
で
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
跡
地
に
は
新
た

に
植
樹
し
て
お
り
、
伐
採
し

た
木
材
は
チ
ッ
プ
に
加
工
し

て
、
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
に
利

用
し
て
い
ま
す
。

経
済
建
設
常
任
委
員
会
の
様
子

文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
様
子

常
任
委
員
会
審
査
報
告

総
務
常
任
委
員
会
の
様
子


